


	勤務先

（事務所名）
	
	TEL
	（　　　　）　　－　　　　

	勤務先
（所在地）
	〒　　　－　　　　
	携帯電話
（個人）
	（　　　　）　　－　　　　

	（フリガナ）

受講者氏名
	 
	
	

	
	
	
	

	木造住宅耐震化技術考査受験申込み
	令和７年度鳥取県木造住宅耐震化技術考査を受験　　□する　　□しない
※申込みをされる場合、別途「鳥取県木造住宅耐震化技術考査受験申込書」の提出が必要です。
※申込書は「一般社団法人鳥取県建築士事務所協会」までご提出下さい。

	鳥取県木造住宅耐震化技術者の登録
	□あり
□なし
	資格
種類
	建築士
	一級 大臣登録
二級・木造（　　）知事登録
	登録番号第　　　 　号

	
	
	
	建築施工管理技術士
	一級・二級
	登録番号第　　　　 号

	
	
	
	建築大工技能士
	一級
	登録番号第　　　　 号


注：定員は先着順です。定員超過等で受講をお断りする以外は、特にご連絡いたしません。
注：資格種類の資格がなくても講習会受講は可能ですが、考査は受けることができません。
＜参考＞鳥取県木造住宅耐震化業者登録の制度について　　　　　　　　　　　　　　　 
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この用紙をメール(PDFにて)又は、FAXして下さい。


メール：jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp


ファクシミリ：0857－26－8113





＜受 講 申 込 書＞





「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」令和８年１月30日(金) 10：00～12：00 開催





【木造住宅の耐震化を実施している会社】・・・建築士事務所、建築(大工)工事業者





【技術者（個人】・・・木造住宅の耐震化を実施している会社に所属する方


　○耐震診断、補強設計、工事監理をする者（建築士）


　○耐震改修を管理・施工する者（建築士、建築施工管理技士、建築大工技能士）





考査の合格者を雇用する会社による申請





考査を受験（個人）





合否通知





【県】


○考査により一定以上の知識を確認





【県】会社の代表者の申請により以下の区分で登録


○建築士事務所（耐震診断、補強設計、工事監理を実施）


○建築(大工)工事業者（耐震改修を実施）


※兼業の会社は、両方の登録申請が可能です。





県のホームページ、


県・市町村窓口などで公表





※公表は、会社の立地する市町村ごとの事務所及び営業所です。








